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区 民 文 教 委 員 会 会 議 録 

 

１ 開会年月日   令和８年６月１９日（金） 

２ 開 会 場 所   議会第１会議室 

３ 出 席 者   委 員 長 本 目 さ よ    副委員長 弓 矢   潤 

  （８人）    委  員 高 橋 えりか    委  員 鈴 木   昇 

          委  員 望 月 元 美    委員(議長) 石 川 義 弘 

          委  員 石 塚   猛    委  員 青 柳 雅 之 

 

４ 欠 席 者    

  （０人） 

 

５ 委員外議員 

  （０人） 

 

６ 出席理事者   区  長                  服 部 征 夫 

          副 区 長                  野 村 武 治 

          副 区 長                  梶   靖 彦 

          教 育 長                  佐 藤 徳 久 

          経営改革担当課長              三 谷 洋 介 

          人権・多様性推進課長            中 里   悠 

          区民部長                  内 田   円 

          区民課長                  櫻 井 洋 二 

          くらしの相談課長           （区民部長 事務取扱） 

          税務課長                  段 塚 克 志 

          収納課長                  立 石 淑 子 

          戸籍住民サービス課長            小 林 元 子 

          区民部副参事（谷中防災コミュニティセンター長） 

                               （区民課長 兼務） 

          こども家庭部長               前 田 幹 生 

          こども家庭部参事              川 口 卓 志 

          こども政策課長        （こども家庭部参事 事務取扱） 

          （仮称）北上野二丁目福祉施設整備担当課長  海 野 和 也 

          子育て支援課長               別 府 芳 隆 

          子ども家庭支援センター長          小野田   登 
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          保育課長                  村 松 有 希 

          児童・青少年育成課長            穴 澤 清 美 

          こども家庭部副参事（児童相談所準備担当） 

                       （子ども家庭支援センター長 兼務） 

          文化振興課長                若 山 祐 樹 

          教育委員会事務局次長            佐々木 洋 人 

          教育委員会事務局参事            山 田 安 宏 

          教育委員会事務局庶務課長      （事務局参事 事務取扱） 

          教育委員会事務局教育施設担当課長      中 島 伸 也 

          教育委員会事務局学務課長          仲 田 賢太郎 

          教育委員会事務局指導課長          増 嶋 広 曜 

          教育委員会事務局教育改革担当課長      田 中 繁 広 

          教育支援館長           （教育改革担当課長 兼務） 

          教育委員会事務局生涯学習推進担当部長 

                         （教育委員会事務局次長 兼務） 

          教育委員会事務局生涯学習課長        吉 江   司 

          教育委員会事務局スポーツ振興課長      榎 本   賢 

          中央図書館長                村 上 訓 子 

 

７ 議会事務局   事務局長      鈴 木 慎 也 

          事務局次長     久木田 太 郎 

          議事調査係長    吉 田 裕 麻 

          書  記      塚 本 隆 二 

          書  記      堀   真佑夏 

 

８ 案件 

 ◎審議調査事項 

  案件第１ 第４４号議案 東京都台東区教育振興基金条例の一部を改正する条例 

  案件第２ 第４５号議案 東京都台東区特別区税条例の一部を改正する条例 

  案件第３ 第４７号議案 東京都台東区立小中学校等の学校医、学校歯科医及び学校薬剤 

              師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例 

  案件第４ 第４８号議案 東京都台東区生涯学習センター条例の一部を改正する条例 

  案件第５ 第４９号議案 東京都台東区立社会教育センター及び社会教育館条例の一部を 

              改正する条例 

  案件第６ 陳情８－ ７ ５区民館トレーニング室の廃止見直しを求めることについての 
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              陳情（新付託） 

  案件第７ 特定事件の継続調査について 

 ◎理事者報告事項 

【区民部】 

  １．令和８年度地方税制の改正について …………………………………資料１ 税務課長 

【教育委員会】 

  １．補正予算について         …………………………………資料２ 庶務課長 

  ２．東京都台東区立少年自然の家「霧ヶ峰学園」の指定管理者の選定について 

                     …………………………………資料３ 学務課長 

  ３．令和８年度グローバル教育の推進（中学生海外短期留学派遣）事業派遣生徒選考結果 

    等について            …………………………………資料４ 指導課長 

  ４．生涯学習センターのリニューアルオープンについて 

                     ……………………………資料５ 生涯学習課長 

  ５．東京都台東区立社会教育センター、社会教育館及び清島温水プールの指定管理者の選 

    定について            ……………………………資料６ 生涯学習課長 

  ６．清島温水プールにおける幼児と保護者の時間枠について 

                     ………………………資料７ スポーツ振興課長 

  ７．区立図書館の臨時休館等について  ……………………………資料８ 中央図書館長 
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          午前 ９時５９分開会 

○委員長（本目さよ） ただいまから、区民文教委員会を開会いたします。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○委員長 初めに、区長から挨拶があります。 

◎服部征夫 区長 おはようございます。よろしくお願いします。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○委員長 本日は、卓上マイクのスイッチを必ず押してから、ご発言願います。 

 また、理事者発言席を設けましたので、よろしくお願いいたします。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○委員長 次に、傍聴についておはかりいたします。 

 本日提出される傍聴願については、許可いたしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長 ご異議ありませんので、そのように決定いたしました。 

 それでは、審議に入らせていただきます。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○委員長 初めに、案件第１、第44号議案、東京都台東区教育振興基金条例の一部を改正する

条例を議題といたします。 

 本案について、理事者の説明を求めます。 

 庶務課長。 

◎山田安宏 庶務課長 それでは、第44号議案、東京都台東区教育振興基金条例の一部を改正

する条例についてご説明いたします。 

 本議案は、バンビ教育振興基金を設置する等のために提出をしたものでございます。 

 お手数ですが、議案の新旧対照表のほうをご覧ください。まず、東京都台東区桑山文化振興

基金でございます。こちらは、区内に本社を置きます株式会社桑山の桑山征洋様からご寄附を

いただきましたため、基金の額を900万円から1,000万円に改めるものでございます。また、新

たにバンビ教育振興基金を設立するため、別表に追記をいたします。 

 本基金は、区内に本社を置く株式会社バンビ様から、新たに学校教育の振興のために活用し

てほしいと200万円のご寄附をいただいたため、設立に至ったものでございます。 

 附則をご覧ください。この条例は、公布の日から施行いたします。 

 説明は以上でございます。よろしくご審議の上、原案どおりご決定賜りますようお願い申し

上げます。 

○委員長 それでは、本案についてご審議願います。 

          （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長 いいですかね。 

 これより採決いたします。 
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 本案については、原案どおり決定することにいたしたいと思います。これにご異議ありませ

んか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長 ご異議ありませんので、原案どおり決定いたしました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○委員長 次に、案件第２、第45号議案、東京都台東区特別区税条例の一部を改正する条例を

議題といたします。 

 本案は、理事者報告事項、区民部の１番、令和８年度地方税制の改正についてが関連いたし

ますので、説明と一括して報告を聴取し、審議を行いたいと思いますが、いかがでしょうか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長 ご異議ありませんので、そのように決定いたしました。 

 それでは、第45号議案及び報告事項について、理事者の説明を求めます。 

 税務課長。 

◎段塚克志 税務課長 それでは、案件第２、第45号議案、東京都台東区特別区税条例の一部

を改正する条例及び区民部報告事項１番の令和８年度地方税制の改正についてご説明いたしま

す。 

 まず初めに、報告事項についてご説明をいたします。資料１をご覧ください。 

 項番１、個人住民税に関する主な改正内容でございます。（１）物価上昇局面における対応

について。個人住民税は、地域社会の会費的な性格を踏まえ、所得税の諸控除の見直しのほか、

地方財源への影響や税務手続の簡素化の観点等を総合的に勘案し、所得税と同様の対応として、

下記①、②は令和９年度、③は令和10年度から区民税へ適用されます。 

 初めに、①給与所得控除の見直しについてです。給与所得控除の最低保障額については、現

行の65万円から74万円に引上げとなります。この引上げ額の９万円のうち５万円は２年間の時

限措置となります。 

 次に、②扶養親族等に係る所得要件の見直しについてです。扶養親族及び同一生計配偶者の

合計所得金額に係る要件について、現行の58万円以下から62万円以下に引上げとなります。 

 次に、③ひとり親控除の見直しでございます。ひとり親の負担や現状を踏まえ、控除額を現

行の30万円から33万円に引上げとなります。 

 続いて、（２）ＮＩＳＡ制度の対象年齢の拡充でございます。次世代の資産形成を推進し、

長期安定的な投資を通じて、大学進学等、成人後のライフイベントに伴う必要資金を備えられ

るよう、新たに０歳から17歳について、対象年齢の拡充等を行うものでございます。 

 恐れ入りますが、２ページをご覧ください。（３）所得税における住宅ローン控除の延長に

ついてです。令和８年１月１日から令和12年末入居分まで、適用期限を５年間延長し、既存住

宅の利活用の推進や省エネ性能の向上の観点から、一定の既存住宅に係る借入限度額の引上げ

等を行うとともに、個人住民税については、所得税額から控除し切れない額について、限度額
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の範囲内で税額控除を実施するものでございます。 

 主な変更点で申しますと、表右上の既存住宅の左下の認定長期優良住宅認定低炭素住宅につ

いて、借入限度額は、改正前3,000万円から3,500万円となり、500万円の増額、その下の子育

て世帯等については、改正前の3,000万円から4,500万円となり、1,500万円の増額がされてお

ります。さらに、その下の控除期間は、10年から13年に拡充されております。 

 なお、表左下の立地要件に記載の土砂災害などの災害レッドゾーンにおける新築については、

住宅ローン控除の適用対象外となっております。 

 次に、（４）その他の適用期限撤廃・延長等となる主な事項でございます。①特定一般用医

薬品購入費、いわゆるセルフメディケーション対象の市販薬購入費を支払った場合の医療費控

除の特例について、平成30年度から令和９年度までとされていた適用期限が撤廃となります。 

 ②優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る区民税の課税の

特例について、令和８年度までとされていた適用期限が令和11年度まで、３年間の延長となり

ます。 

 次に、項番２、周知方法についてでございます。改正内容を含め、適用時期に合わせまして、

広報たいとう、ホームページ等で区民の方々へ周知を図ってまいります。 

 報告事項の説明は以上でございます。 

 続きまして、第45号議案、東京都台東区特別区税条例の一部を改正する条例についてでござ

います。 

 ただいまご報告いたしました令和８年度地方税制改正の内容及び文言の整理等につきまして、

該当部分を改正するものでございます。 

 以上、よろしくご審議の上、原案どおり可決賜りますよう、お願いを申し上げます。 

○委員長 それでは、第45号議案及び報告事項についてご審議願います。 

          （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長 これより採決いたします。 

 本案については、原案どおり決定することにいたしたいと思います。これにご異議ありませ

んか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長 ご異議ありませんので、原案どおり決定いたしました。 

 なお、報告事項についてもご了承願います。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○委員長 次に、案件第３、第47号議案、東京都台東区立小中学校等の学校医、学校歯科医及

び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。 

 本案について、理事者の説明を求めます。 

 学務課長。 

◎仲田賢太郎 学務課長 それでは、第47号議案、東京都台東区立小中学校等の学校医、学校
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歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例についてご説明いた

します。 

 本案は、令和８年３月31日に公布をされまして、４月１日付で施行されました東京都の都立

学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部改正に準じまし

て、改正をお願いするものでございます。 

 改正内容につきまして、恐れ入ります、新旧対照表をご覧ください。学校医、学校歯科医、

学校薬剤師の補償基礎額につきまして、記載のとおり、都条例に準じて改正をお願いするもの

でございます。 

 次に、附則でございます。施行日については、公布の日からとし、経過措置として、令和８

年４月１日以降に事由が発生したもの等適用いたします。 

 説明は以上でございます。よろしくご審議の上、原案どおりご決定いただきますようお願い

を申し上げます。 

○委員長 それでは、本案についてご審議願います。いいですか。 

          （「はい」と呼ぶ者あり） 

○委員長 これより採決いたします。 

 本案については、原案どおり決定することにいたしたいと思います。これにご異議ありませ

んか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長 ご異議ありませんので、原案どおり決定いたしました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○委員長 次に、案件第４、第48号議案、東京都台東区生涯学習センター条例の一部を改正す

る条例を議題といたします。 

 本案は、理事者報告事項、教育委員会の４番、生涯学習センターのリニューアルオープンに

ついてが関連いたしますので、説明と一括して報告を聴取し、審議を行いたいと思いますが、

いかがでしょうか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長 ご異議ありませんので、そのように決定いたしました。 

 それでは、第48号議案及び報告事項について、理事者の説明を求めます。 

 生涯学習課長。 

◎吉江司 生涯学習課長 それでは、まず、生涯学習センターのリニューアルオープンについ

てご説明いたします。資料５をご覧ください。 

 初めに、項番１、記念式典及び内覧会についてです。（１）記念式典は、リニューアルオー

プンに伴い、本年11月14日の午前10時30分から開催します。式典では、テープカットや台東区

上野の森ジュニア合唱団、台東区ジュニアオーケストラによる演奏を予定しておりまして、会

場はセンター１階のアトリウム等となります。また、式典終了後に（２）のとおり内覧会を実
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施します。なお、プレス向け内覧会につきましては、前日の午前中を予定しております。 

 次に、項番２、一般利用の開始につきましては、式典翌日の11月15日を予定しています。 

 （２）利用可能貸室等につきましては、表に記載の各階の貸室等となります。なお、米印で

記載しておりますが、６階教育支援館については、昨年９月から通常利用を開始しており、ミ

レニアムホールの利用予約につきましては、昨年12月から順次受付を開始済みでございます。

また、中央図書館エリアにつきましては、本年12月１日から利用開始となります。 

 項番３、周知方法につきましては、区立施設等へのチラシ及びポスター配布のほか、広報た

いとう、区公式ホームページ、ＳＮＳ等での周知を図ります。 

 項番４、今後の予定につきましては、資料記載のとおりでございます。 

 続きまして、第48号議案、東京都台東区生涯学習センター条例の一部を改正する条例につい

てご説明いたします。 

 本議案は、ただいまご報告いたしました生涯学習センターのリニューアルに伴いまして、生

涯学習センターの施設に関し、規定の整備を図るため、必要な改正を行うものでございます。 

 ２ページの新旧対照表をご覧ください。第２条の表、男女平等推進プラザの事業欄に多文化

共生の推進や外国人相談に関する事項を新設いたします。 

 次に、３ページをご覧いただきまして、使用料に関する第７条２項中の別表（１）学習館の

マルチメディアルームにつきましては、リニューアル後、アクティブ・ラーニングルームとし

て整備するため、削除いたします。 

 また、附則におきまして、本条例は、台東区教育委員会規則に定める日から施行する旨を規

定しています。 

 ご説明は以上でございます。よろしくご審議の上、原案どおりご決定賜りますよう、よろし

くお願いいたします。 

○委員長 それでは、第48号議案及び報告事項についてご審議願います。 

 鈴木委員。 

◆鈴木昇 委員 条例そのものは、賛成はします。 

 まず、１つお伺いをしたいのが、生涯学習センター条例一部改正で、マルチメディアルーム

を削ってアクティブ・ラーニングルームにするというところなんですけれども、そもそも何が

どう変わるんですか。 

○委員長 生涯学習課長。 

◎吉江司 生涯学習課長 マルチメディアルームにつきましては、これまでパソコンのご利用

ですとかＤＶＤを視聴することができたものがマルチメディアルームでございました。そこの

場所を、今度は図書館のほうで管理をしますアクティブ・ラーニングルームといいまして、10

代のお子様のほうに読書の環境の提供ですとか、学び場ということで、いろいろなことに使え

るようにということでの環境の整備を整うものでございます。 

○委員長 鈴木委員。 

※正式な会議録が作成されるまでの暫定的なものであり、今後修正されることがあります。
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◆鈴木昇 委員 ＤＶＤとかパソコンとか印刷機、コピー機なんていうところの機能の部分な

んですけれども、今、実際に使われている方、この後の審議にもありますけれども、事前に使

われている方に、その現状、使い勝手とかは聞いたり、アンケート入ったりというのはされて

いるんですか。 

○委員長 生涯学習課長。 

◎吉江司 生涯学習課長 ご利用されている方のご意見もお聞きはしているんですけれども、

その中で、一般的にやはりパソコンを使っての、インターネットを使ってのその検索という部

分がやはり多い内容でございました。そして、今、主流として、やはりＷｉ－Ｆｉというか、

今度生涯学習センターのリニューアルオープンに伴いまして、全館にＷｉ－Ｆｉを設置してい

きます。それに伴いまして、今現在、やはり携帯電話というかスマートフォンのほうが主流で、

使われるように普及しておりますので、そこでいろいろご自身の携帯電話を使いながら、検索

もできるといった内容でございます。 

○委員長 鈴木委員。 

◆鈴木昇 委員 マルチメディアルームにある検索をするためのパソコン、あとはその情報を

プリントアウトするためのプリンター、コピー機があるなというふうに私自身も認識をしてい

て、その機能そのものをまるっとアクティブ・ラーニングスペースには置かないということに

なるんですか。それとも、その一部分、例えば、パソコンは今、複数台あるけれども、１台だ

け置くとか、２台だけ置くとか、その規模は縮小するけれどというものなのか、全く今ある機

器は置かないというふうになるのか、その辺ちょっと教えてください。 

○委員長 生涯学習課長。 

◎吉江司 生涯学習課長 パソコンの機器自体は、今のこれからなりますアクティブ・ラーニ

ングルームのところには、そのマルチメディアルーム用で使っていたものは置かないといった

状況でございます。 

○委員長 鈴木委員。 

◆鈴木昇 委員 パソコンを日常的に使う方ではないですけれども、中央図書館にあるので、

本当に今、検索をしながらちょびっと文章を作る、プリントアウトするというときには、すご

く便利に活用されている方がいらっしゃるんですね。そういう方などは、今度はパソコンがな

くなってしまうことで、本当確かにスマホがあれば、かなりの機能はあるので、全くゼロにな

ってしまうわけではないですけれども、やりにくいとか、そういうふうになるなというふうに

声を聞いているんですが、何かそういうふうに一部分残すとかいうことは可能なんですか。例

えば、スペース的にパソコンを１台、プリンター１台置くことができないというんであれば、

それはもうしようがないのかなと思うんですけれども、スペース的な問題とかじゃなくて、ア

クティブ・ラーニングという考え方からいうと、区としてはそういうものを置かないんだとい

うふうになっているんですか、その辺はどうなんですか。 

○委員長 アクティブ・ラーニングルームって、子供向けですよね、基本ね。年齢のところも

※正式な会議録が作成されるまでの暫定的なものであり、今後修正されることがあります。
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含めて、もし、さらっとで分かれば。 

 生涯学習課長。 

◎吉江司 生涯学習課長 アクティブ・ラーニングのほうは、10代のお子様のほうに使ってい

ただくといったお部屋がメインの内容でございまして、それで、先ほどお話のありましたパソ

コン機器として、印刷の有無はちょっとまだ検討というか、その予定はございませんが、図書

館のほうに、別場所になりますが、３台ですね、インターネットで検索・閲覧できるようなも

ののパソコン自体は置くといった内容で今、調整をしているところでございます。 

○委員長 鈴木委員。 

◆鈴木昇 委員 分かりました。館の中で別の場所にはそのもの、機器はゼロに、なくなって

しまうわけではないというのは分かりました。そこではやはり実際に使っている人たちがどう

なるんだというところが重要なんだなというふうに思いますので、まだ、これで削るというふ

うにはなっているけれど、機器は、機械はここで削ってしまうというふうになっているわけで

はないので、ぜひその辺は使っている方にディスカッションしていただきたいなというふうに

思います。以上です。 

○委員長 青柳委員。 

◆青柳雅之 委員 青柳です。先ほどのマルチメディアをアクティブにするというのと、もう

一つが、今回その展示スペースですね、当初はファミレススペースまで廃止をして、そこを展

示スペースにするという計画があり、それだけの大きなニーズといいますか、役割があるとい

うふうに言われて、説明を受けました。ただ、その後、ファミリーレストランのゾーンは残す

ということで、ほかのエリアを展示スペースにするということになりました。 

 それで、このオープニングの内容を見ると、確かにこの合唱団とかオーケストラ、ここも学

習センターを中心に活動していますので、この２団体がオープニングに花を添えていただける

というのは非常にありがたいんですが、通常こうした場合に、オープニングのその展示とかも

併せて華々しくやったりするんだと思うんですが、そういう計画はないんですか。 

○委員長 生涯学習課長。 

◎吉江司 生涯学習課長 青柳委員おっしゃるとおり、本委員会のほうでも報告させていただ

いておりますが、展示の部分はやっていく予定でございます。設置をするということで、それ

でリニューアルオープンに伴いまして、１階には区長賞作品等を飾る展示のスペース、そして、

そのほか朝倉響子さんの彫刻を置くスペース、あと２階のほうにも飲食店につながるところに、

またその社会教育関係団体の作品ですとか絵画とかを飾る部分がございます。また、そのほか

４階のほうにも朝倉響子様の彫刻を飾る部分とかを設けておりますので、今、青柳委員おっし

ゃっていただいたとおり、リニューアルオープンの日には、あそこの部分も設置をしたものを

お見せできればなと考えております。 

○委員長 青柳委員。 

◆青柳雅之 委員 いや、有名な作家さんの展示をするスペースという説明じゃなくて、当初

※正式な会議録が作成されるまでの暫定的なものであり、今後修正されることがあります。
【速報版】



－11－ 

そのバーミヤン、ファミレスのゾーンを展示スペースにするのは、いろいろな団体とか、その

活動されている区民の皆様の、そういう展示スペースが台東区には少ないので、それに活用す

るという説明だったじゃないですか。それに代わるものとして、何ですか、２階のこのガラス

側というんですか、そちらを、いわゆるその何ですか、朝倉響子さんとか有名な作家の作品じ

ゃなくて、住民の皆さんたちの活動の発表の場にするというふうに伺っていたんですが、そこ

の方針は変わったんですか。 

○委員長 生涯学習課長。 

◎吉江司 生涯学習課長 説明が不足しておりまして申し訳ありません。今言っていただいた

関係団体の方々の作品類につきましては、２階のその飲食のお店につながるところの部分にも

形ある、例えばですけれど、フラワーのアレンジメントのものとか、団体さんとはこれから調

整中なんですけれども、そういったものをそれぞれ飾るスペースを設けてございます。 

 そしてまた３階の廊下の部分にもいろいろと、例えば、絵ですとか写真ですとか、そういっ

たものの団体さんもいらっしゃいますので、そういったものを飾れるスペースも設けるように

はしておりますので、そこは今現在調整中でございますので、飾っていく予定でございます。 

○委員長 青柳委員。 

◆青柳雅之 委員 多分、説明が全然変わっているね。当初は、あそこのそのファミレスの部

分を大きなスペースにして、いろいろな団体、例えば、この６月中は何々団体がそこで展示会

をやります。今のリバーサイドの地下のギャラリーありますよね、ああいう形で、その期間ご

とにいろいろな団体にその展示のスペースを使っていただくということだったので、だから、

私、今回もオープニングに合わせて、例えば、オープニングの１か月間は台東区美術会が、美

術団体ですか、の作品展示をしますよとか、もしくは、何か区が持っている藝大の作品をこの

期間はオープニング企画として展示しますよとか、何かしら、そのイベントチックにはまって

いくのかと思ったんですが、それは変わったんですか。 

○委員長 生涯学習課長。 

◎吉江司 生涯学習課長 少しご説明が、ちょっと自分がうまくなくて申し訳ないですけれど、

昨年、２年前ですかね、令和６年の第２回定例会のほうに、その飲食店のところのギャラリー

を変更しまして、展示スペースをいろいろ設けていきますってご報告をいたしまして、青柳委

員おっしゃっていただいたとおり、今、社会教育関係団体とか団体さんたちとは調整中なんで

ございますが、例えば、その期間を設けて、確かにこの時期は写真のところとか、写真展とか、

そういった形で今やっていくように、順次入替えをしながら団体さんの作品を飾っていくとい

うことで今、検討しているところでございます。なので、その方針自体は変わってはいないと

考えております。 

○委員長 青柳委員。 

◆青柳雅之 委員 ということは、例えばだけれど、オープニングのときって、やはりその場

所を知ってもらうということも含めて、その何ですか、オープニングのレセプション、式典を

※正式な会議録が作成されるまでの暫定的なものであり、今後修正されることがあります。
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やることに意味があるんじゃなくて、オープニングリニューアルのときに、こういう展示のス

ペースができますよということも併せて周知する絶好の機会なので、例えば、最初の１か月間

はこれをやりますみたいな、そういう企画はないんですかというのを一番最初に聞いたんです

けれど。 

○委員長 生涯学習課長。 

◎吉江司 生涯学習課長 そうですね、企画というよりは、企画に近いのかなとは思っている

んですが、団体さんたちの作品をやはり飾っていきますので、その部分では、リニューアルに

当たって、例えば、月ごとぐらいのところでは団体さんの作品を飾っていって、周知はしっか

りしていきたいなと考えております。 

○委員長 青柳委員。 

◆青柳雅之 委員 ということで、じゃあ最初のオープニングのときは、どこの団体がどんな

イベントをやるんですか。 

○委員長 生涯学習課長。 

◎吉江司 生涯学習課長 お答えいたします。そこは今現在、ちょっと調整中でございますの

で、ちょっと今。 

◆青柳雅之 委員 そうなのね。 

◎吉江司 生涯学習課長 はい、これから。 

◆青柳雅之 委員 分かりました。 

○委員長 青柳委員。 

◆青柳雅之 委員 じゃあ、そういう流れで来て、新しくできる展示スペースです。 

 あとは、いろいろな団体からの要望がありましたよね。それで、当初はファミレスゾーンま

で撤去をして、あそこに展示スペースをつくるという報告まであったわけじゃないですか、そ

れだけ区民ニーズがあったわけですよね。でも、そこはもうはっきり覆して、今の形で整備す

ることになって、今度完成するわけですから、やはりそのいろいろなニーズをしっかりと出せ

るように、その何ですか、式典、テープカットとか、そういうのをやるだけじゃなくて、オー

プニングの最初の展示はこういうのをやりますよとかいうことも併せてやはり案内したほうが

いいと思うんで、企画をこれから十分練っていただければと思います。要望しておきます。 

○委員長 よろしいでしょうか。 

          （発言する者なし） 

○委員長 これより採決いたします。 

 本案については、原案どおり決定することにいたしたいと思います。これにご異議ありませ

んか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長 ご異議ありませんので、原案どおり決定いたしました。 

 なお、報告事項についても、ご了承願います。 

※正式な会議録が作成されるまでの暫定的なものであり、今後修正されることがあります。
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――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○委員長 次に、案件第５、第49号議案、東京都台東区立社会教育センター及び社会教育館条

例の一部を改正する条例を議題といたします。 

 本案は、理事者報告事項、教育委員会の５番、東京都台東区立社会教育センター、社会教育

館及び清島温水プールの指定管理者の選定についてが関連いたしますので、説明と一括して報

告を聴取し、審議を行いたいと思いますが、いかがでしょうか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長 ご異議はありませんので、そのように決定いたしました。 

 それでは、第49号議案及び報告事項について、理事者の説明を求めます。 

 生涯学習課長。 

◎吉江司 生涯学習課長 それでは、まず、東京都台東区立社会教育センター、社会教育館及

び清島温水プールの指定管理者の選定についてご説明いたします。資料６をご覧ください。 

 社会教育センター等につきましては、本年度で指定期間が満了となるため、指定管理者の選

定を行うものでございます。 

 項番１、対象施設につきましては、表に記載の社会教育センターのほか、社会教育館４館並

びに清島温水プールの合計６施設となります。なお、小島社会教育館につきましては、このた

びの改築に当たりまして、ホールと３つの会議室の仕様となります。その他の各施設の施設概

要、事業内容については記載のとおりでございます。 

 項番２、現行の指定管理者につきましては、ＪＮ共同事業体であり、構成法人につきまして

は、２ページにかけ記載の３社でございます。 

 項番３、次期指定期間につきましては、令和９年４月１日から令和14年３月31日までの５年

間でございます。 

 項番４、次期指定管理者の選定です。（１）選定方法については、資料の４ページから６ペ

ージにあります台東区指定管理者制度運用指針の３の（１）公募の原則及び（４）複合施設等

の一括指定の規定を適用しまして、公募型プロポーザル方式にて選定いたします。 

 （２）選定手続につきましては、選定に当たり指定管理者選定委員会を設置し、事業計画等

に基づき、指定管理者としての適性を判定します。①選定委員会の構成は、外部の有識者等を

含む６名体制としまして、②選考基準（案）は、各条例等に定める基準のほか、資料に記載の

項目を中心に審査を行います。 

 （３）その他については、記載のとおりでございます。 

 ３ページをご覧ください。項番５、今後のスケジュールについては、本日ご了承いただけま

したら、７月に募集を開始し、９月以降、３回の選定委員会を経て、指定管理者候補者を決定

した後、第４回区議会定例会において、指定議案を提出させていただく予定でございます。 

 続きまして、第49号議案、東京都台東区立社会教育センター及び社会教育館条例の一部を改

正する条例についてご説明いたします。 

※正式な会議録が作成されるまでの暫定的なものであり、今後修正されることがあります。
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 本議案は、小島社会教育館の改築に伴い、入り口が変更となることから、小島社会教育館の

位置を改めるために必要な改正を行うものでございます。 

 恐れ入ります、７ページの新旧対照表をご覧ください。第２条関係の別表１、（２）の表の

施設の位置につきまして、小島社会教育館の所在地を変更するものでございます。 

 また、附則におきまして、本条例は、台東区教育委員会規則で定める日から施行する旨を規

定しています。 

 ご説明は以上でございます。よろしくご審議の上、原案どおりご決定賜りますよう、よろし

くお願いいたします。 

○委員長 それでは、第49号議案及び報告事項について、ご審議願います。 

 鈴木委員。 

◆鈴木昇 委員 小島の住所については、入り口の関係だというので、それはもう反対のしよ

うもないので、いいですけれども、社会教育センター、教育館及び清島温水プールの指定管理

の選定についてなんですけれども、やはり野村不動産の運営共同体のことで言わざるを得ない

んですけれども、この間、議会の中でも清島温水プールの事故のこと、あとトラブルでの監視

員が見ていなかったことなど指摘をしました。かつ、ほかの自治体で、小金井市では死亡事故

まで起こしている。そういう会社が台東区にも入っているわけで、あと、台東区議団、共産党

の区議団には関西の方から、関西でも幾つかこの野村不動産パートナーズとかがやっている場

所があるんだけれども、非常に対応が悪いと、あれはやはり台東区で指定管理させておいてい

いのかという電話も伺っているところなんですけれども。 

 今後の選定に当たって、今の運営母体が次の選定にも手挙げをして運営させてくださいとい

うのが可能なのかどうかが一つと、もう一つは、これは私、当区議団としては、今の団体が入

札とかその指定管理とかに手挙げをすべきではないと思うんですけれども、その辺の見解とい

うのはどうなっているんですか。 

○委員長 生涯学習課長。 

◎吉江司 生涯学習課長 今のご指摘ですけれども、指定管理者の選定については、条件を満

たしていれば、そこを退けるというか、参加しては駄目ですよということはできないかと考え

ております。ただ、その中で、手を挙げていただいたと仮定した場合、やはり、そこの安全基

準のところでの面接というかヒアリングもしますので、その中でどういった安全体制が図られ

ているですとか、今までのその経緯もありますので、お話を聞きながら、様々な業者の中でど

うするかというのは判定をしていくのかなと考えております。 

○委員長 鈴木委員。 

◆鈴木昇 委員 現指定管理を受けているＪＮ共同体の評価をしたときにも、課題があって評

価低いという評価あったじゃないですか。そういうところも含めて考えたら、まずは社会教育

センターとか教育館の部分の、いわゆる貸し館的な業務の部分、もちろん、そのイベント的に

このＪＮ共同体さんたちがやって、来てくださいねという、そういうイベントをやっているの

※正式な会議録が作成されるまでの暫定的なものであり、今後修正されることがあります。
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も分かってはいるんですけれども、そこの館の運営の部分とプール、これは本当に、人の命が

一瞬でなくなってしまうという場所の運営というのを、一体的な管理ではなくて、例えば、館

の運営の会社とプールの運営の会社と切り分けて募集するというのは、考えてはいないんです

か。 

○委員長 生涯学習課長。 

◎吉江司 生涯学習課長 お答えいたします。プールのところにつきましては、ご存じのとお

りですが、社会教育センターの中にあるということもございまして、やはり、その館のほうの

管理とプールの管理、中の、プール自体の管理はまた別ですけれども、施設的な管理というの

は、やはり一体的かなと考えておりまして、今のところ、その分けてやるというのが、ちょっ

と効率性の面からも、よく審査をして、中で判定を、業者さんを決めていくことだと思います

けれども、分ける予定はございません。 

○委員長 鈴木委員。 

◆鈴木昇 委員 分かりました。確かにその建物全体の管理という視点で見れば、一体的なほ

うが利便性はあるのかなというのはイメージは湧くんですけれども、じゃあ清島温水プールで

の過去の利用者からの苦情であったり、それに対しての対応というのが、やはり課題として大

きく残るものだというふうに思うんです。 

 なので、その点を十分加味した中で、指定管理で手挙げをしてもらう。かつ、手を挙げてく

る業者さんに対しては、過去こういうのがありました、こういうトラブルがありました、それ

の対応をどういうふうにするんですかというのも、きちんと精査の中に入れていくということ

が必要だと思うんですけれど、そういう何か過去のトラブルというのかな、その辺をどういう

ふうに生かしていくかというのは、あったら教えてください。 

○委員長 生涯学習課長。 

◎吉江司 生涯学習課長 今、これからこの募集を、了承いただけた後ですけれども、募集を

かける段階では、指定のその管理者のほうの応募の条件をそろえるんですけれども、その中で

は今、スポーツのほうとも連携をしておりまして、その中で、やはり、委員おっしゃっていた

だいた安全管理の部分は、中によく、より今までよりも安全の部分を配慮したといったことで、

中身については、今現在はちょっと言えませんけれども、いろいろと詰めている状況でござい

ますので、より一層の安全管理、安全体制を維持していくように考えて、努めていきたいと思

っております。 

○委員長 鈴木委員。 

◆鈴木昇 委員 そこなんですね。やはり安全体制って、もちろん貸し館の部分だってぶつか

ったの、何したのというのはもちろんあるんだと思っていますけれども、プールの部分は、本

当に一瞬の出来事がその人の命を奪うことになりかねないし、気がつかなかったというのでは

済まされないことになるのは、やはり台東区としても困るんだと思っているんですね。 

 なので、その点、十分加味した指定管理選定というのをすべきだというふうには思っていま

※正式な会議録が作成されるまでの暫定的なものであり、今後修正されることがあります。
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すので、これから、細かいところはもう少し詰めるべきところはあるんだというふうに今答弁

もあったので、詰めるところはきちんと詰めていただいて、次の指定管理選定に向けては、よ

り厳しい目で見ていただきたい。本当にこれ、指定管理のほうがいいのか、逆に、区直営とい

うのだって、もう一回見直したっていいんじゃないかというのも含めて、私は意見としては言

っておきますので、お願いいたします。以上です。 

○委員長 青柳委員。 

◆青柳雅之 委員 ちょっとプールのことが出てきたんで、一言申し上げたいと思います。 

 私、清島温水プールができたときの最初の監視員でした。アルバイト、大学生で。だから、

もう三十何年たっているんだよね、38年か。 

 それで、今、鈴木昇委員から、過去にというか、ほかの地域で事故を起こしたとか、いろい

ろなところは手も挙げちゃいけないみたいなことはあったけれど、そこはさすがに違くて、指

定管理の仕組みとしては、エントリーは誰でもできるわけですよ、門戸は。ただ、その上で、

区側がきちんとしたその基準を設けて、そして、このプロポーザルと採点というんですか、の

仕組みの中で、その一番いい企業、いい指定管理業者を選んでいくという仕組みなので、何か

その過去に少しトラブルがあったりとか、ほかの地域で事故を起こしたことを何か理由として、

エントリーさえできなくするというのは、ちょっと仕組み的にはできないんじゃないかなとい

うふうに言っておきます。 

 それと、水の事故に関しては、やはり水の事故って必ず起きるんですよ。ただ、その経験を

積み重ねているかどうかなんですね。恐らく、私も監視員のときには何人か、何件か事故あり

ましたし、実際に本当に呼吸がしていないような方を助けたこともあります、それ海でしたけ

れど。そういった経験をしたことによって、より安全管理というのは、どんどんそのスキルが

上がっていく部分なんですね。ですので、ちょっと言い方おかしいかもしれないですけれども、

今までその１件の事故もなく過ごしてきました、うちの団体はというのは、決してその売り文

句ではなく、逆に、いろいろな事故が起きたけれども、そのたびにその安全管理をグレードア

ップをして、あるいは、その監視員の人たちの研修体制も整え、二度とこういうことが起きな

いように努めていますというような売り文句があっても、私はそれはいいんじゃないかと思っ

ているんですね。 

 ですので、その辺りはいろいろな考え方あるとは思いますが、その一度の失敗があるから、

エントリーする資格もないという考えは、ちょっと違うんじゃないかなということだけ申し上

げておきます。 

○委員長 よろしいでしょうか。 

          （発言する者なし） 

○委員長 それでは、第49号議案及び報告事項について……失礼しました。 

 これより採決いたします。 

 本案については、原案どおり決定することにいたしたいと思います。これにご異議ありませ

※正式な会議録が作成されるまでの暫定的なものであり、今後修正されることがあります。
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んか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長 ご異議ありませんので、原案どおり決定いたしました。 

 なお、報告事項についてもご了承願います。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○委員長 次に、案件第６、陳情８－７、５区民館トレーニング室の廃止見直しを求めること

についての陳情を議題といたします。 

 本件は、新たに付託されたものであります。事務局次長に陳情の趣旨を報告させます。 

 議会事務局次長。 

          （久木田議会事務局次長報告） 

○委員長 それでは、本件についてご審議願います。 

 望月委員。 

◆望月元美 委員 この区民館トレーニング室の軽運動コーナーへの転換については、第１回

定例会において、全会派賛成の下、条例を可決しております。ただ、今回、多くの区民の方か

ら陳情が提出されまして、昨日までに各委員においても利用者の皆さんのトレーニング室存続

に対する切実な思いをお聞きしているところではあります。 

 そこで、ちょっと確認をさせていただきます。陳情文の中に区民館トレーニング室を利用し

ている人の声を聞いたものではありませんという記載がありますが、これに関してはいかがで

しょうか。 

○委員長 区民課長。 

◎櫻井洋二 区民課長 トレーニング室を利用している人の声についてでございますが、トレ

ーニング室の現状を把握するため、トレーニング室を含む区民館の利用者500名に対しアンケ

ートを配布しまして、371名から回答はいただいております。ただし、内容としましては、ト

レーニング室を利用したことがあるのか、また頻度はどれぐらいかなどでございまして、直接

的なトレーニング室の必要性ということについては、聞いたことはございません。 

○委員長 望月委員。 

◆望月元美 委員 そうすると、区民館の利用者全体には聞いたけれども、そのトレーニング

室利用者の皆さんには直接聞いていないということなんですね。このことが、その陳情文にあ

りますように、突然の貼り紙や広報たいとうでの告知で初めて知り、利用者は大きな戸惑いと

不安を抱いていますというふうな形で、その利用者の皆さんにとっては大切な健康づくりの場

がなくなってしまうという、大きなショックを与えてしまったのではないかと思います。 

 区としても、決定事項だから押し通すのではなく、やはり利用者の皆さんの不安を解消する

ための丁寧な対応が必要ではないかと思いますが、その点についてはいかがでしょうか。 

○委員長 区民課長。 

◎櫻井洋二 区民課長 今回、チラシでの周知を先に行いまして、説明が後手に回っていると

※正式な会議録が作成されるまでの暫定的なものであり、今後修正されることがあります。
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いうことにつきましては、丁寧さを欠いてしまったと申し訳なく思っております。 

 今回の件に関する説明会を早急に準備しまして、なぜ２か所に集約しなければならなかった

のかなど説明させていただきまして、その中で利用者の皆さんのご意見を伺っていきたいと考

えております。 

○委員長 望月委員。 

◆望月元美 委員 そのぜひ説明会については、早急に開催してほしいと思いますけれども、

では、実際にどのような形で実施するのか、周知方法を教えてください。 

○委員長 区民課長。 

◎櫻井洋二 区民課長 まず、周知でございますが、本委員会終了後、速やかに、全ての区民

館またトレーニング室内に説明会の案内チラシ、これを掲示いたします。また、ホームページ

でもご案内いたします。 

 説明会につきましては、平日だとなかなか参加が難しいという方もいらっしゃると思います

ので、平日と休日、軽運動コーナーに変わる５つの区民館において、計10回の説明会を行って

まいります。 

○委員長 望月委員。 

◆望月元美 委員 分かりました。周知は本当にしっかりと行っていただいて、利用者の皆様

が全て参加できるようにしてほしいと思います。今回、区の対応は、その利用者の皆さんから

すれば、なぜ自分たちの意見を聞いてもらえないのか、なぜ一方的に進めるのかと感じるのも

当然だと思います。この陳情については、既に条例が可決しておりますが、ぜひ利用者の皆さ

んの声を丁寧に聞いていただいて、健康増進にかける思いに寄り添いながら、新たな運用の中

で反映できる部分についてはしっかりと対応していただきたいと思いますので、我が会派自民

党としては、趣旨採択でお願いいたします。 

○委員長 趣旨採択で。 

◆望月元美 委員 はい。 

○委員長 ほか。 

 高橋委員。 

◆高橋えりか 委員 今の望月委員と重なるところもあるんですが、私の会派のほうも本陳情

については趣旨採択がいいと考えております。 

 区民館トレーニング室については、先ほどもありましたが、既に議会でも説明を受けていて、

一定の議論を得て見直しの方向性が示されているものと理解しています。そのため今回の陳情

にあるように、現在の計画をそのまま撤回し、元の形に戻すということについては、難しい面

があるのではないかと考えています。 

 一方で、本陳情からは、高齢者を中心とした利用者の皆様が身近な場所で運動できる場所を

大切にされていること、また、健康維持や介護予防の観点からも継続利用を臨まれているとい

うことは伝わってまいりました。高齢化が進む中で、健康寿命の延伸や介護予防については、

※正式な会議録が作成されるまでの暫定的なものであり、今後修正されることがあります。
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区としても重要な課題であると思います。区には、今回の見直し後においても、区民が無理な

く運動を継続できる環境の確保や新たな健康づくりの場の整備について、引き続き検討してい

ただきたいと思います。そうした意味でも、本陳情の趣旨には賛同するものであり、私の会派

としては、趣旨採択ということでさせていただきます。以上です。 

○委員長 趣旨採択で。 

◆高橋えりか 委員 はい。 

○委員長 ほかはいかがでしょうか。 

 鈴木委員。 

◆鈴木昇 委員 採択です。 

 まず、幾つかお伺いいたしますけれども、まず、このトレーニング室の条例を改めて見させ

ていただきました。見ました。前回の委員会が終わって、この貼り紙があって、区民の方から

区議会議員、何やってんだと、こんなこともチェックできないのかと、本当に区議会議員とし

て必要なのかと、そういう厳しい声を伺いました。もう本当に猛省をするところであります。

その利用者の方と秋間区議、風澤区議含めて少しお話を伺った中でも、やはり、高齢者が気軽

に運動できるスペースは近くにないと困るというお話も伺ったんですけれども、この機器を廃

止するというふうに決めたときは、政策的なところで先に決めたのか、区民アンケートを取っ

て、そのアンケートの結果から、廃止でも、中の機器をなくしてもいいよねという判断をした

のか、その辺はどうなのか教えてください。 

○委員長 区民課長。 

◎櫻井洋二 区民課長 アンケートを根拠として決めたものではございません。もともと課題

として持っていたもので、それを庁内で協議を重ねた結果でございます。 

○委員長 鈴木委員。 

◆鈴木昇 委員 ただ、課題というのは、その機器がもう古くなって、そろそろ買換えとか入

替えが必要だよねというのは、それ前回の委員会でも報告があったので、多分その辺がなのか

なというふうに思うんですけれども、今回の機器をなくすということに対して、高齢福祉課と

か、あと保健所とか、介護予防課とか、いわゆるその高齢者の健康管理を推進していこうねと

いうような部署とは、一緒に会議体を持って、機器をなくすというふうに議論しているのかど

うなのかというのは、その辺はどうでしょうか。 

○委員長 区民課長。 

◎櫻井洋二 区民課長 健康部門、また高齢の部門、またスポーツですね、等を含めて、庁内

の検討会で議論を重ねております。 

○委員長 鈴木委員。 

◆鈴木昇 委員 その検討会の中で、いや、機器は入替えをしようよ、もしくは一部分は残し

たほうがいいんじゃないかみたいな、異論が出るようなことはなかったんですか。 

○委員長 区民課長。 
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◎櫻井洋二 区民課長 今回は機器のその老朽化というのも要因の一つではあるのかもしれま

せんけれども、一番大きいのは、やはり今現状は、貴重な公共スペースですよね。それが、本

来10使えるところを、今はトレーナーさんのいる時間帯しか開けていない。実質10のうち２ぐ

らいしか使えていない、有効に活用できていないのではないかというのが皆さんの共通の意見

ではございました。 

○委員長 鈴木委員。 

◆鈴木昇 委員 トレーナーさんの件で言えば、過去、委員会も含めて求めてきたところで言

えば、本当にトレーナーさんの時間を増やしてほしいというのが区民の方から話があって、委

員会の中で、もっとトレーナーの時間を増やせないのかっていって、若干増やせます、増やし

たという経過があるので、そこのところは一定評価をしつつも、やはり今回、健康増進という

のを台東区はこれ本当に掲げていて、それは高齢者でも障害者でも、もちろん健常者でももっ

ともっと元気に過ごしていただきたいというのが大きな枠であるわけで、そういう中で、ちょ

っと異論が出てこなかった、もちろんヨガとか、そういう床を使った体操というのも必要だよ

ね、それも気軽にできるよねというのが出てきたからというのは、理解はするんですけれども、

ちょっとそこは台東区全体が健康づくり地域というところでは弱く出てしまったなというふう

に感じています。 

 区民の方から連絡を受けて、またその会合の中でも、病気になってね、なのでドクターから

運動しなさいというふうに言われて、その場所が近くにあるので、その場所を家族と一緒に行

ったことで高血圧が解消したとか、あと要介護の方、要支援の方も、そこのトレーニング室に

家族と一緒に行って、もちろんその歩く往復のところも含めて、いろいろな要素があったのか

なとは思うけれども、認知機能が回復したとかいうのを伺いましたけれども、そういう要介護

者であったり、軽度の病気、運動が可能な病気の人が使うとかいうのの想定というのは、何か

されてはいたんですか。 

○委員長 区民課長。 

◎櫻井洋二 区民課長 今回、私どものほうとしましても、非常に健康の支えとしてトレーニ

ング室を利用されているというのは大変うれしく思っておりまして、感謝しているところでご

ざいますが、例えば、マシンはなくなりますけれども、その体を動かす場所というのは、スペ

ースは確保してございますので、そこで、例えばストレッチや、または区の事業で行う、そう

いった介護予防の教室等に参加いただき、引き続き健康維持に努めていただければなと期待し

ているところでございます。 

○委員長 鈴木委員。 

◆鈴木昇 委員 継続的に運動するというところが一番大事なんだと思うんですね。私も本当

に医者から１日１万歩以上歩きなさいと言われながらも、全然その数には届きませんけれど、

本当にやはり継続的にやるというのが大事だと思うんですね。そういう意味じゃあ、いま一度、

話は聞くということではあるけれども、考えていただきたいなと思います。 
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 そこまでの質問にして、採択です。 

○委員長 青柳委員。 

◆青柳雅之 委員 ついこの間ですよね、３月、前回の委員会でこの報告受けて、私たちはこ

のトレーニング室の転換について、報告事項も含めて了承をして、賛成をしていきました。さ

らには、その後の本会議でも、全議員がこの件に賛成をしたんだよね。だから、この陳情の趣

旨ってさ、先ほど次長が言ったけれど、見直しとか再検討じゃないですか。見直し・再検討を

趣旨採択するということは、その条例案の改正自体を元に戻すということか。 

○委員長 趣旨採択じゃない、採択するということ。 

◆青柳雅之 委員 趣旨採択もそうだけれど、趣旨だってそうでしょう、趣旨も。 

 だから、私は今までのいろいろな議会の流れとしては、これを趣旨採択だったり採択をする

というのは、なかなか思い切った判断だなというふうに思って、拍手を送りたいと思います。 

 この間、非常に多くの陳情者の方から直接お電話をいただいたり、メールをいただいたり、

お話をする機会は結構ありました。それで、やはりやり方まずかったのかなというか、ちょっ

と誤解が生まれているなというのは、結局その広報たいとうと、あとはその施設に、いわゆる

周知の貼り紙をしたということで、その後、どんな施設になるのかなというところが見えない

中で、一方的に期限を、期限がもう区切られて、ここはなくなってしまうということで、これ

だけ多くの方たちが反対の声を上げたということなんですね。 

 先ほど望月委員の答弁もありましたので、これからいろいろ説明会を開いたりとか、あるい

はいろいろな形での声を聞く機会を設けるということなので、この点は大分解消されていくの

かなというふうに思っています。ただ、幾つかその私もお話しする中で、問題点があるなとい

うふうに思ったのは、地域的な偏りみたいなのが、やはりちょっと難しいところがあるのかな

というふうに思っています。というのは、大体お話ししてきた中で、その機械、マシンじゃな

ければどうしても駄目だという方と、マシンじゃなくても、それに代わるような運動スペース

ができるのであれば、それはその内容を見てから、反対はしなくてもいいよという話があった

んですね。ただ、今、どなたからもお話ありましたが、今までずっと機械を使っていろいろな

トレーニングを定期的にされていたという方からすると、それがなくなってしまうこと自体が

非常に抵抗感があるみたいな話なんですね。ですので、それに代わるものができるのかという

ところですよね。 

 例えば、その距離の話もしました。浅草の南部のエリアに住んでいる方で、今までは台東一

丁目区民館まで大体15分ぐらい歩いて通っていたという方なんですね。今回その寿が、私、地

図を見ながらお話ししていたんですけれど、結構近いんですよ。もしかすると15分かかんない

で寿のほうが行けるのになと思いながらお話ししていたんですが、寿区民館までは歩いて30分

かかるというんですね、その方は。それで実際歩いてみたんですかって言うと、いや、みんな

が言っているというんですよ。 

 だから、そういう何か元から反対の気持ちがあると、仮に近くの施設があったとしても、そ
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れがもうすごい遠くのものだというふうに思ってしまったりとか、ちょっといろいろな誤解が

まだあるのかなというふうに思っていますので、その辺のその個別な対応になってくるのかな

と思いますね。まとまって皆さん反対をしていると、あれもこれも、あれもこれも反対なんで

すが、私、大体20人以上の方と話ししましたし、トレーニングルーム使っていない方たちとは

しょっちゅう話ししていますけれども、やはりトレーニングルームを毎週のように定期的に使

っていた方に対しては、相当、辛抱強くお話をしていかないと、なかなかできないのかなとい

うふうに感じました。 

 あとは、介護予防の話もありましたね。これも、実際うちの母も使っていますが、介護予防

の事業者さん、要支援とかから行く事業者さんって区内に結構あるんですが、そこもそれなり

のいい機械持っているんですね。ただ、利用時間とかも限られているので、意外とガラス張り

で中が見えるような、その介護の事業者さんは、そういった機械は意外と空いているところが

あって、ですので、今のところ要支援とか要介護とかになってからしか使えませんが、今のそ

の実際に区民館を使っている方たちの話を聞くと、結構要支援とか要介護になっても区民館を

使っていたりとか、介護予防の一環で使っていたりとかいうことはあると考えると、その辺り

の有効活用というんですか、区民館からマシンを取っ払いました、あとは特定の場所まで歩い

て15分、30分通ってくださいというだけじゃなくて、逆に、そのご近隣にある高齢者施設、高

齢者のためのデイサービスとかの機械を介護予防、要支援とかになる前の方も使えるようにす

るとか、これはもう少し踏み込んだ、何か取組をやらないとまずいのかなというふうに思って

います。 

 ただ、その上で、先ほどから区民課長が答えていますが、これは、じゃあ区民館の守備範囲

なのかとか、区民課のお仕事なのかってなってくると、そこもちょっと違うんじゃないのかな

と思うんですね。例えば健康課であったりとか、あるいは高齢福祉課であったりとか、そうい

った所管の事業というものもきっちりとアナウンスをしていくということも大事なのかなとい

うふうに思っていますが。 

 最初に質問させていただきたいと思います。前回の委員会でも説明ありましたが、この公用

事業というんですか、区の独自プログラムというんですか、これはどのぐらいの頻度で、その

今回廃止する区民館、５つありますが、どのぐらいの頻度まで整ってきましたか。 

○委員長 区民課長。 

◎櫻井洋二 区民課長 軽運動コーナーで行う公用事業でございますが、今回これを、事業に

当たりまして、事前に全所属に対して調査を行いました。その中で、10以上の課で、こういう

ことで利用できればなというご意見はいただいております。その中で、今年度実際にやってい

っていただけることを期待しているのは、介護予防の事業と、あと子供の事業ですね、という

ことで、今、期待しているところでございます。 

 頻度としましては、今年度は年度の途中から変更いたしますので、行けばやっているみたい

な形にはならないとは考えています。 
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○委員長 青柳委員。 

◆青柳雅之 委員 分かりました。そういったことも含めて、柔軟に対応していただきたいな

と思いますし、あとは何だろうな、お話ししていて本当にいろいろなことが分かりましたけれ

ども、何だろう、どこから言おうかな。 

 そうだ、機械を全部撤去するって話だったじゃないですか、５つのセンターについては。あ

れ、違ったっけ。 

○委員長 区民課長。 

◎櫻井洋二 区民課長 今回２か所に集約するんですが、それぞれの場所で機械が10年以上の

ものもございます。なので、この７館を２館にまず機械を集約して、10年以下のもので集約す

ると。なので、機械を撤去するというか、なくす５つの館の中でも比較的新しいマシンについ

ては、残す２館の古いマシンと入替えというのも考えてございます。 

○委員長 青柳委員。 

◆青柳雅之 委員 ということは、その５つの館においても機械は残るところもあって、それ

も使えるのかな、残んないのか。 

○委員長 区民課長。 

◎櫻井洋二 区民課長 すみません、説明が、申し訳ございませんでした。基本的には全て撤

去いたします。撤去する中でも、使用しているのが10年未満の比較的まだ使えるマシンについ

ては、残すところの古いマシンと入れ替えながら使っていくということでございます。 

◆青柳雅之 委員 分かりました。 

○委員長 青柳委員。 

◆青柳雅之 委員 これ面積もここに書いてありますけれども、例えば、どことは言いません

が、結構その機械もそこまで、何ですか、きつきつに置いていなくて、意外と広いスペースの

中に点々と置いてあるところなどは、機械が置いたままでも残ったスペースでいろいろなスト

レッチとか体操できるんじゃないかななんていうふうに思ったところがあるんですね。それで

いくと、トレーナーさんが必要になるような機械というのは、引き続き置くことはできないで

すが、何かそこまでじゃない、自重運動ですか、とか、そういうのができる簡単な機械とかは

残せるのかなと思ったんですが、その辺はいかがですか。 

○委員長 区民課長。 

◎櫻井洋二 区民課長 現在置いてあるマシンにつきましては、有酸素系と筋力系があるんで

すが、いずれにしましても、マシンにつきましては、やはりトレーナーさんがいないとという

ふうに考えているというか、やはりリスクがあるものですので、やはり、トレーナーさんがい

なくても誰でも使えますよというふうにはできないと考えています。 

◆青柳雅之 委員 できないのね。 

○委員長 青柳委員。 

◆青柳雅之 委員 分かりました。その辺りですね、はい。 
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 ちょっと長くなってしまうから、そろそろまとめますが、それと、私、前回もこれ言いまし

たけれども、新たな転換によって、今まで使えなかった人たちも、いろいろな方たちが集まる

ような施設になっていくのを期待するというふうに申し上げました。特にアンケートの中で、

例えばヨガとかピラティス、太極拳、こういった項目も出ていたりとか、あとは子供たち向け

ですね、こういうあれというのは、ここに書いてあるようなものというのは、公用の事業で枠

をはめていくような考え方はあるんですか。 

○委員長 区民課長。 

◎櫻井洋二 区民課長 今、委員おっしゃるようなイメージで考えてございます。 

◆青柳雅之 委員 考えていますね。 

○委員長 青柳委員。 

◆青柳雅之 委員 分かりました。非常にややこしくなってきましたが、私の頭ん中でですね。 

 先ほどから言っているとおり、一つの結論としては、これだけの形で、つい３か月前にこの

委員会でこの方向性を皆さんで了承し、そして、本会議でまでやったものを、陳情の趣旨とい

うのは、なかなか受け止め方によって違いますが、次長が先ほど一番最初に説明した陳情の趣

旨説明としては、見直し再検討なんですよね。私は、なかなかそこまで踏み込んで趣旨採択と

は厳しいなと思いまして、私個人としては、継続で、その間きちんと説明をする中で、皆さん

の声、あるいはその行政のいろいろな取組、あとは議会での決定事項でもありますから、そこ

をどうコントロールというか調整していくのかというところに期待をしたいなというふうに思

っていますが、会派としては採択あるいは趣旨採択を求める声が多いもんですから、３人の会

派ですからね。ということで、私個人の意見としては継続ですが、会派としての取扱いとして

は趣旨採択でお願いしたいと思います。 

○委員長 ほかいかがでしょうか。 

 弓矢副委員長。 

◆弓矢潤 副委員長 今回、区民館トレーニング室の利用者の皆様をはじめ、そのご家族や地

域の方から……。失礼しました、もう１回やり直します。 

 今回、区民館トレーニング室の利用者の皆様をはじめ、そのご家族や地域の方からたくさん

お声をいただいております。 

 そこで、まず１点確認させていただきます。区は今後、先ほど説明あったとおり、説明会を

複数回開催するとおっしゃいましたが、これは単なる説明にとどまらずに、利用者の皆様のご

意見を丁寧に伺って、その上で、反映できるものについては柔軟に対応していくという認識で

よろしいでしょうか、確認させてください。 

○委員長 区民課長。 

◎櫻井洋二 区民課長 今回説明会の中で、今回も枠と方向性は決まっておりますので、その

中でご意見を聞きながら、反映できる部分については反映していきたいと考えております。 

○委員長 弓矢副委員長。 
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◆弓矢潤 副委員長 承知いたしました。 

 今、課長からも、皆様のお声を丁寧に伺いながら対応していくというふうな明確にご答弁さ

れましたので、ぜひそのように対応していただきたいと思います。 

 本陳情につきまして、私も大変悩みました。私もほぼ毎日、お一人、お二人とお電話をいた

だきました。時には１時間を超えて、じっくりとお話を聞かせていただくこともありました。

その中でも特に印象的だったお話がありまして、当初は歩行も困難なほどの状態だった方が、

区民館トレーニング室を継続して通われたことで体力が回復し、体も丈夫になり、今では筋力

トレーニングにも取り組んでいらっしゃるというふうなことでした。私は、この方に象徴され

る体験こそが、本区の施設が果たしてきた役割であると感じました。だからこそ、本陳情に込

められた皆様のお気持ちやご不安な思いというのは十分理解できるものであり、真摯に受け止

める必要があるなと感じております。 

 一方で、第１回の定例会におきまして、マシンの老朽化や利用時間の制約、施設の有効活用、

さらには幅広い世代の利用促進といった区の説明にも一定の合理性があると判断し、私も賛成

いたしました。しかし、その後、多くの利用者の皆様のお話を伺う中で、利用者数だけではは

かることのできない価値であったり、代替施設の在り方など、さらに丁寧に考えていくべき課

題があることも認識いたしました。また、私自身も多くの利用者の皆様のお話を伺う中で、私

自身が考えさせられることや学ばせていただくこともありました。 

 区におきましては、先ほど課長ご答弁されましたとおり、今後の説明会等を通じて利用者の

皆様のお声を丁寧に伺い、反映できるものについては可能な限り反映していただきたいなと思

っております。また、説明を行うだけで終わるのではなく、その誤解であったりご不安とか懸

念とか様々なものにも向き合っていただいて、今後の施設運営に生かしていただきたいことを

強く求めます。 

 以上の理由から、我が会派におきましては、本陳情において趣旨採択とさせていただきます。

以上です。 

○委員長 これより採決いたします。 

 鈴木委員。 

◆鈴木昇 委員 区民課長、今回の条例改正、前回の委員会での、現行は、談話室及びトレー

ニング室については個人の利用に限るというところが、改正（案）として、談話室、追加で言

葉が入るのが軽運動コーナー及びトレーニング室が云々と、そういう言葉が、一言というのか

な、１行入ったわけですよね。 

 そもそもこの条例を見ると、そのトレーニングマシンを置くとか置かないとか、別にどこか。

別にどこかに書いてあるべきわけではないというふうに思っているんですけれど、その辺、条

例上どうなんですか。 

○委員長 区民課長。 

◎櫻井洋二 区民課長 条例上は、マシンという言葉は出ておりません。 
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○委員長 鈴木委員。 

◆鈴木昇 委員 そしたら、例えば10年ぐらいをめどにして、新しいものを入れ替える、かつ、

まだ使えるものは別のところで使っていく、それは別に否定するものではないんですけれども、

例えば、これからの区民の方とのディスカッションの中で、マシンを置いてほしいんだという

話があったときには、例えば、要綱であったり運用のところで、マシンを購入して置くという

ことも可能ですよね。 

○委員長 区民課長。 

◎櫻井洋二 区民課長 可能かどうかと言われれば、可能だとは思いますけれども、もともと

今回…… 

○委員長 続けてください。 

◎櫻井洋二 区民課長 今回の３月第１回定例会の報告案件でも、マシンをなくし、その有効

なスペースを生み出していくということで了承いただいておりますので、マシンを置くという

ことは考えてございません。 

○委員長 鈴木委員。 

◆鈴木昇 委員 それともう一つ、年度の途中でこんな撤去をし始めることで、ほかの所管が

計画をしているものが連日のようにあるのかというところでは、そういう状態にはないという

ことが答弁でありましたけれども、そうすると、区民の方が別の体操であったとしても、やろ

うかなと思って行ったらできないというような状況というのは、やはりつくるべきじゃないだ

ろうなって思うんですね。すごく、ちょっとカレンダーを見ながら、こういうスケジュールで

すよというスケジュール感をきちんとやはり区民の方と話をして、じゃあどうしていくんだと

いうのは議論していただきたいなというふうに思います。 

 先ほど青柳委員から、採択でいいのかというところで、すごく、本当に会派として区民の声

を聞き取り切れなかった、またそれに前回賛成してしまったというところは猛省をしつつ、じ

ゃあどうなんだというところで言えば、ここで採択をして挙手を求めることはしません、会派

として趣旨採択でやっていただきたいと。 

 ただ、本当にその区民の方が必要なものについては、１つのマシンが確かに100万とか120万

とかしますよ。しますけれども、それが買えない区民課の財力じゃ…区民課じゃない、台東区

の財力ではないですし、また、先ほどから来、言っているように、ほかの所管も健康増進とい

うのでやっていくんだというのは、もうそれは議員も区役所側もやはり健康増進というのは必

要だよというふうに言っているところでありますので、もちろん幼児が運動できるスペース、

もっと欲しいと思います。その機械がなければ、みんなで走り回って遊べるよねというような

スペースになるかもしれないんですけれども、それはまた違うところを工夫してつくるとか、

浅草橋のほうのヒューリックのワンフロアを、もう常時子供たちが遊べるようなところにして

しまうとか、そういうふうに別の方法が取れると思うので、今回の陳情については趣旨採択を

しつつ、台東区内での健康増進は、区民課だけじゃなくて、本当に全庁的に、異論が出ないよ
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うな台東区というのはおかしいと思うので、やはりそこは議論していただきたいなというふう

に思います。以上です。 

○委員長 これより採……。 

 区民部長。 

◎内田円 区民部長 ただいま区民館のトレーニング室について、様々ご意見・ご議論いただ

きましてありがとうございました。 

 トレーニング室の展開につきましては、利用の実態等を踏まえ、庁内での検討を重ねた上で、

区として判断をさせていただいたものでございますが、先ほど区民課長が答弁しましたとおり、

周知のタイミングや方法には反省すべき点がございまして、1,000名を超える方からの陳情は

重く受け止めているところでございます。 

 今後、各館で開催してまいります説明会では、利用者の皆様に丁寧に説明をさせていただく

とともに、ご意見やご要望をお聞かせいただきたいと考えております。 

 限られた区有施設の空間が区民の皆様の健康増進の場として、より有効にご活用いただける

よう取り組んでまいりますので、よろしくお願いいたします。 

○委員長 それでは、これより採決いたします。 

 本件については、趣旨採択の意見が多数でありますので、趣旨採択することにいたしたいと

思います。これにご異議ありませんか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長 ご異議ありませんので、そのように決定いたしました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○委員長 次に、案件第７、特定事件の継続調査についてを議題といたします。 

 おはかりいたします。 

 本委員会の特定事件については、議長に閉会中の継続調査の申出をいたしたいと思います。

これにご異議ありませんか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長 ご異議ありませんので、本委員会の特定事件の継続調査については、そのように決

定いたしました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○委員長 以上で案件の審議を終了いたしましたので、事務局次長に委員会報告書を朗読させ

ます。 

 なお、年月日、委員長名、議長名及び陳情者の住所、氏名の朗読については省略いたします。 

          （久木田議会事務局次長朗読） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○委員長 次に、理事者から報告がありますので、ご聴取願います。 

 なお、補正予算については、報告を聴取するのみで、質疑は行いませんので、よろしくお願
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いいたします。 

 初めに、教育委員会の補正予算について、庶務課長、報告願います。 

 庶務課長。 

◎山田安宏 庶務課長 それでは、本定例会に提案している補正予算のうち、教育委員会に係

る予算についてご説明をいたします。資料は２をご覧ください。 

 歳出でございます。歳入予算を200万円増額し、補正後の総額を243億3,045万円といたしま

す。 

 資料２ページをご覧ください。課別の詳細でございます。庶務課がバンビ教育振興基金の新

設により200万円の増額でございます。 

 補正予算の説明は以上でございます。 

○委員長 ただいまの報告については、聴取のみとさせていただきます。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○委員長 次に、東京都台東区立少年自然の家「霧ヶ峰学園」の指定管理者の選定について、

学務課長、報告願います。 

 学務課長。 

◎仲田賢太郎 学務課長 それでは、東京都台東区立少年自然の家「霧ヶ峰学園」の指定管理

者の選定についてご説明をいたします。資料は３でございます。 

 霧ヶ峰学園につきましては、本年度で指定期間が満了となりますので、指定管理者の選定を

行うものでございます。 

 項番の１、対象施設は、少年自然の家「霧ヶ峰学園」で、所在地や施設内容は記載のとおり

です。 

 また、項番２、現行の指定管理者は、株式会社ニッコクトラストでございます。 

 次に、項番の３、次期指定期間は、令和９年４月１日からの５年間となります。なお、本指

定期間中に施設保全計画に基づく修繕が予定をされております。 

 項番の４、（１）選定方法については、台東区指定管理者制度運用指針の３の（１）公募の

原則を適用し、公募型プロポーザル方式で選定をいたします。 

 （２）の選定手続は、選定に当たって指定管理者選定委員会を設置し、事業計画書等に基づ

いて、指定管理者としての適性を判定いたします。 

 ２ページをご覧ください。選定委員会の構成及び選考基準（案）については、資料記載のと

おりでございます。 

 最後に、項番の５、今後の予定ですが、本日ご了承いただきましたら、７月から募集を開始

しまして、９月以降、３回の選定委員会を経て指定管理者候補者を決定し、第４回区議会定例

会において指定議案を提出させていただく予定でございます。 

 説明は以上でございます。 

○委員長 ただいまの報告について、ご質問がありましたら、どうぞ。 
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 弓矢副委員長。 

◆弓矢潤 副委員長 こちら自体は了承なんですが、１点ご要望をちょっとさせていただきま

す。 

 項番４番の２番の選考基準の審査項目のところなんですけれど、危機管理・安全確保の取組

とありますが、今、夏場の暑い、その熱中症というのはもちろんなんですけれど、全国的に話

題になっている熊とか野生動物の出没などもありますので、特にこちらもすごく場所的に出る

可能性は十分あり得ますので、もちろんこの審査項目に入ってはいるんですけれど、よりしっ

かりとここについては見ていただきたいなと要望させていただきます。以上です。 

○委員長 ただいまの報告について、ご質問がありましたら、どうぞ。ごめんなさい、失礼し

ました。 

 ただいまの報告については、ご了承願います。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○委員長 次に、令和８年度グローバル教育の推進（中学生海外短期留学派遣）事業派遣生徒

選考結果等について、指導課長、報告願います。 

 指導課長。 

◎増嶋広曜 指導課長 それでは、令和８年度グローバル教育の推進（中学生海外短期留学派

遣）事業派遣生徒選考結果等についてご報告申し上げます。資料４をご覧ください。 

 項番１、事業概要につきましては、記載のとおりでございます。 

 項番２、選考方法につきましては、第一次選考で書類審査、第二次選考で集団討論と集団面

接を実施いたしました。 

 項番３、応募・選考状況につきましては、71名の生徒から応募があり、第一次選考通過者が

45名、第二次選考通過者が20名となっております。20名の学校別の内訳としては、各校２名、

またグローバル教育重点指定校の上野中学校と桜橋中学校につきましては５名となっておりま

す。 

 項番４、派遣期間につきましては、令和８年８月４日火曜日から令和８年８月13日木曜まで

でございます。 

 項番５、派遣先での主な活動内容につきましては、現地校訪問や交流、ホームステイ、また

市内視察、フェアウェルパーティーなどを予定しております。なお、訪問する学校につきまし

ては、本区の姉妹都市であるノーザンビーチ市の学校で調整が整っております。 

 項番６、引率につきましては、中学校長を団長として１名、中学校教員３名、また事務局１

名の合計５名で、いずれも既に決定しております。 

 項番７、主な行事日程につきましては、記載のとおりでございます。なお、報告会につきま

しては、昨年度同様、各学校の派遣生徒がそれぞれの在籍校におきまして実施をいたします。 

 また、解団式の様子につきましては、区のケーブルテレビにより取材を行い、ニュース番組

で紹介するとともに、台東区公式ユーチューブチャンネルで配信等を通じ、小学生及び区民の
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皆様へ広く発信・還元する機会としたいと考えております。 

 報告は以上でございます。 

○委員長 ただいまの報告について、ご質問がありましたら、どうぞ。 

 望月委員。 

◆望月元美 委員 この中学生海外短期留学派遣の事業は、もう長年ずっと続いておりまして、

とてもすばらしい事業だと思っております。 

 それで、令和元年にデンマークに行って、その後の令和２年からは、その後、残念ながらコ

ロナで中止になったという経緯がございます。令和６年から今度オーストラリアのほうに行く

ことになって、今回３回目ということなんですが、デンマークからオーストラリアに変わった

ことによっての、例えば、メリットだったりよかったこと、あとは実際にこの令和６年、７年

行って、その成果なり、あとは今回の令和８年度に向けた、何か改善したことがあれば教えて

ください。 

○委員長 指導課長。 

◎増嶋広曜 指導課長 まず、オーストラリアに移しました令和６年度から３年たちまして、

メリットといたしましては、例えば移動時間の短縮、またビザが少ないことによりまして、派

遣生が体調を管理しやすく、ところがまず上げられます。また、現地校におきましては、日本

語学科があることなどから、お互いの文化への理解、これが深まりやすい環境にあるというこ

とで、交流の手応えを感じているところでございます。 

 また、今年度３年目の派遣ということで、１人１台端末におきましたＧｏｏｇｌｅ Ｗｏｒ

ｋｓｐａｃｅの導入も今年度、教育委員会として進めておりまして、そこによる事前学習の充

実、例えば、共同編集でスライドを作るであるとか、事前学習等のチャットでの交流を含めま

して、学習の充実を果たしてまいりたいと考えますし、また、自宅でのオンライン英会話、こ

れなども取り入れて実施する予定でございます。以上でございます。 

○委員長 望月委員。 

◆望月元美 委員 分かりました。やはり子供たちにとって、この行ったことによってのすば

らしい経験になると思うんです。ただ、やはり海外ですので、また安全面に対してもしっかり

万全をして進めてほしいと要望しておきます。以上です。 

○委員長 ほか。 

 青柳委員。 

◆青柳雅之 委員 何点かございます。まず、以前から申し上げていたとおり、これ毎年20名

じゃないですか。グローバル教育というのは、教育のいろいろなシーンにも入っているとおり、

特定の生徒だけに必要なものではなくて、台東区の区立中学に通う全員にひとしく機会が与え

られるべきだなというふうに思っていまして、区長、前、私も北海道の鹿追町というところが

全高校生にカナダに留学の機会を与えているということを話しましたが、実は最近、23区の中

でも修学旅行が海外に行くという自治体の話は随分出ています。まだ23区の中で１自治体だけ
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なんですが、やはりシンガポールですね、全ての中学生の、あれは。いろいろな教育の目標と

か、そういうのも書いてありますが、やはりその、港区なんですけれどね、港区さんは、地域

に大使館だとか、そういうところも多いので、もともとグローバルですとか国際化、国際的な

人材育成みたいなものも求められているということなんですね。ただ、やはり台東区も、これ

だけ多くの来街者の方たちがいらっしゃっているわけで、もちろんそういった観光地にいるだ

けでも外国語に触れる機会が非常に多いというのはありますが、やはり教育旅行の中で海外に

行くというのは、一つの流れに23区でもなっていくんじゃないかなというふうに思っています。 

 ですので、これは１点目は要望にしておきますが、やはり20名の選抜だけじゃなくて、いろ

いろな展開をぜひ検討していただきたいなということを、改めて要望しておきます。 

 その上で、今回も応募者自体が70名、そこから絞られていくわけなんですが、これだけの取

組、もう少し応募だけでもエントリーする生徒、多くてもおかしくないなというのを思ってい

るんですが、何でこれだけ少ないのかと。もちろん夏休みのこの期間ですから、部活と重なっ

ているとか、家族の行事があるとか、いろいろな理由があると思うんですが、１つ、これが課

題だったら嫌だなというふうに思うのが、費用負担の問題ですね。以前からお話出ているんで

すが、台東区の場合もほかの自治体と同じで、５万円の自己負担ということです。その上で、

就学援助をもらっている方については、その５万円の自己負担はありませんよというアナウン

スをしています。ただ、パスポートの取得代、あるいはスーツケースを用意しなければいけな

い、あるいは、もちろんいろいろな雑費がかかりますよねというところで、こういったところ

にまでサポートをしているのが、以前も出ましたが、お隣、墨田区ですね。これ要項にも書い

てありますが、墨田区さんの、パスポート代は１万1,000円、スーツケースのレンタル代につ

いては9,000円、そして、現地でかかる雑費は約3,000円、これを支給をしますよということで、

ハードルがどんどん下がっていくんですね。 

 私は、選抜体制20名だけで行くんであれば、台東区の代表として向かうということも含めれ

ば、５万円の自己負担もなくていいんじゃないかなというふうに思っていますよ。というのは、

就学援助って、中学２年生だと、自分ちが就学援助かどうかということも知らないまま育って

いる子たちもいらっしゃるんですね、子供に一々言いませんから、親は。そうすると、ご両親

の、ご家庭の顔色をうかがって、さすがにこの５万円プラスいろいろな雑費を考えると、これ

に行きたいって言ったら親を困らせることになるなみたいな配慮でエントリーできない方も中

にはいるんじゃないかと思いますよ。 

 そういった意味では、20名の選抜体制で行くんであれば、なるべく負担を、就学援助の家庭

でなくても負担を減らしていくべきだと思いますが、その点についていかがでしょうか。 

○委員長 指導課長。 

◎増嶋広曜 指導課長 今、委員ご指摘のとおり、全ての生徒がこうした海外派遣の応募の機

会を得るというようなところは非常に大事な観点ですし、その上で、一定程度の出費について、

なるべく抑えるという考えも、私としても理解をしているところでございます。今年度の派遣
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につきましても、第１回の保護者説明会がございますので、そういったキャリーバッグの用意

であるとか、そういったものに対して、直接費用は予算立てていないんですけれども、例えば、

昨年度行った派遣生の上級生がいるので、そういった方から借りたりとか、いろいろ算段する

方法を学校とも模索してまいりながら工夫してまいりたいと、このように考えているところで

ございます。 

 また、その他のパスポート等の費用等にあるから応募できないというところについては、来

年度に向けて保護者アンケートなどを取りながら、そのお声を聞いてまいりたいというふうに、

このように考えているところでございます。 

○委員長 青柳委員。 

◆青柳雅之 委員 その数万円の費用負担が厳しいから、なかなか応募できないとかあれだと

いうことは、親にしても言いたいことじゃないですよね。それも含めて、やはり負担を軽くし

ていくという取組は重要だと思います。 

 あとスーツケース、上級生に借りればいいじゃないかって話ありましたけれど、それだって、

今の世の中で、じゃあそこで何かお茶菓子ぐらい持っていかなければいけないかなとか、いろ

いろな気遣いが生まれるわけですよ。それに比べれば、お隣、墨田区さんがやっているように、

分からないようにレンタル代ぐらいは用立ててあげるというのは、一つの配慮なのかなという

ふうに思いますので、その点はぜひご検討いただければと思います。決してその誰かに借りれ

ばいいという話ではないと思うんですよね。 

 それと、最後にもう一つ、じゃあグローバル教育は何かということですよね。こうやって港

区さんみたいに全中学生を海外に教育旅行するというのはありですけれども、その逆で、台東

区の場合は、これも何度も言っていますが、区内の観光のすごい観光客が多いゾーンに行けば、

ともすると、国内在住者より海外から来た方たちのほうが多いぐらいの場所が幾らでもありま

すね。そういう意味では、その環境をうまく利用してグローバル教育というのはできるんじゃ

ないかなと思いますが、そういう取組というのは大分進みましたか。 

○委員長 指導課長。 

◎増嶋広曜 指導課長 観光都市である台東区のよさを生かして、教育活動の中でこうした国

際理解教育であるとかグローバル教育を進めているというようなところは、コロナ以前、非常

に多くやっておりました。例えば、観光客にインタビューをしてみるとか、小学校段階からそ

ういった活動が学校の中で行われているというふうに承知しております。コロナの発生に伴っ

て、しばらくそういった交流といったところが一旦なくなりましたけれども、令和５年以降、

そういった活動は徐々に取り戻してきている部分もあろうかと思っております。 

 また、１人１台端末等の配備、ＧＩＧＡスクール構想によって進みましたので、そうした調

べ学習とかも、より身近なところで海外の状況だとか国際問題についての情報というのもより

入りやすくなっていると思っております。総合的な学習の時間等におきまして、そういった取

組を進めていっている学校は増えていますので、今後、台東区としても重点事業の一つになっ
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ておりますので、引き続き、指導課としても指導をしてまいりたいと考えます。以上です。 

○委員長 青柳委員。 

◆青柳雅之 委員 今後とも台東区の特性を生かしたグローバル教育をぜひ研究していただき

たいと思います。要望しておきます。以上です。 

○委員長 ほか。 

 弓矢副委員長。 

◆弓矢潤 副委員長 ２点お伺いいたします。まず、この事業、すごくいいなと思います。特

に若い人、若いといっても中学生ぐらいの年齢の方が海外に行って、いろいろな見て、聞いて、

触れ合ってというのすると、感受性も豊かですし、今後このビジョンというか、そういうとこ

ろも可能性も開けていくのかなと思っております。 

 また、青柳委員がおっしゃるように、この71名の応募者なんですけれど、もっともっと応募

者が増えればいいなというふうに思っております。 

 この生徒のところじゃないのですが、６番の引率のところで、団長１名、これは校長という

ことなんですけれど、中学校教員３名とありますが、こちらというのはどのように選出されて

いるのか、毎年替わっていくのか、その辺り、ちょっと具体的に教えていただけますでしょう

か。 

○委員長 指導課長。 

◎増嶋広曜 指導課長 引率教員の決定に当たりましては、まず、中学校長会に依頼をしまし

て、教員また校長の推薦を受け、教育委員会で決定しているところでございます。 

○委員長 弓矢副委員長。 

◆弓矢潤 副委員長 承知いたしました。 

 例えば、中学校の教員であれば、教員、たくさんいらっしゃると思うんですけれど、どうい

うふうにその中で選んだりされていますでしょうか。 

○委員長 指導課長。 

◎増嶋広曜 指導課長 校長会に選定するに当たりましては、派遣引率に当たっての使命感で

あるとか熱意、また、英語科や保健体育科といった現地との交流に直接資する教科の専門性と、

また生活指導力、あるいは引率の教員の男女比も大事であったり、所属校のバランスなどもあ

りまして、総合的に勘案しながらご推薦をいただいているところでございます。 

○委員長 弓矢副委員長。 

◆弓矢潤 副委員長 生徒だけじゃなく教員自身も、このような海外の体験を通して、子供へ

の接し方や自分自身の教科への取り組み方などにもすごく影響があるのかなと思いました。本

当に生徒だけじゃなく、教員もしっかりとそれに向けて意識を高めて、さらに、その後の還元

というところにつなげていただきたいなと思いました。 

 もう一つ、最後の質問なんですけれど、全体に関わりますが、主にこの７番の日程のところ

ではありますが、結団式から始まって、最終報告会を通してこの取組は一旦終了だと思います
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が、これ本当にこの事業、たしか2,000万円以上の公費があって、本当に１人に換算すると、

すごいお金がかかるという言い方はあれなんですけれど、それぐらいすごく期待をされて海外

に行ってというふうなことで、すばらしい取組だと思うんですけれど、その生徒が報告会で終

了という、一旦それ今、現状そうなっていると思うんですけれど、その成果還元というところ

についてはどのように考えていますでしょうか。 

○委員長 指導課長。 

◎増嶋広曜 指導課長 委員がおっしゃるとおり、単年度というところでいきますと、今回お

示ししたように、報告会をもちまして成果還元というところでは一区切りとも言えると思いま

すけれども、その後についても、やはり成果還元の視点は大事だと考えております。報告会の

ほかにも翌年の応募に当たって、海外派遣を経験した生徒がサポートしている学校、来年度の

応募に当たって子供たちに話したりだとか、また応募、派遣生になった方への後フォローとい

うか、不安等を聞き取ったりして、こうだったよというようなところで交流をしている学校も

あると認識しております。 

 今年度も含めですけれども、派遣生徒の事前学習において、昨年度派遣した派遣生がボラン

ティアみたいな形で参加していただいたりというようなところも今、検討を進めているところ

でございます。以上です。 

○委員長 弓矢副委員長。 

◆弓矢潤 副委員長 様々なことを今していただいているということが分かりました。学校に

よって、その取組というのは様々ではあるとは思うんですけれど、今、本当に課長がおっしゃ

るように、実際に実体験を持った生徒がいるって、またその本人から話を聞けるというのは、

この次の世代の、行こうかどうか考えていたり、不安だし、こういうこともあるのかなと思っ

ている生徒からしたら物すごく大きな後押しになるなと思っておりますので、ぜひその説明会

のときであったり、相談会であったり、様々な場面でお話が聞けるような体制を、負担になり

過ぎてはいけないというところは承知しておりますが、ぜひ整えていっていただきたいなと要

望をさせていただきます。以上です。 

○委員長 ただいまの報告については、ご了承願います。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○委員長 次に、清島温水プールにおける幼児と保護者の時間枠について、スポーツ振興課長、

報告願います。 

 スポーツ振興課長。 

◎榎本賢 スポーツ振興課長 それでは、清島温水プールにおける幼児と保護者の時間枠につ

いてご説明いたします。資料７をご覧ください。 

 初めに、項番１、概要です。現在、清島温水プールでは、毎週土曜・日曜日の一部の時間帯

でプールの水深を浅くした、幼児と保護者の利用枠を設けておりますが、夏休みの平日に利用

枠を求める声があることから、試行として、土曜日・日曜日に加えて、夏休みの期間中の平日
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に、新たに幼児と保護者の利用枠を設けるものでございます。 

 次に、項番２、幼児と保護者の利用枠についてです。（１）日時は、７月22日以降８月26日

までの毎週水曜日、各日とも11時30分から13時30分といたします。 

 （２）水深は、通常の一般利用では120センチのところを80センチといたします。 

 （３）利用者ですが、通常の一般利用では、満３歳から小学校入学前の未就学児は利用する

ことはできませんが、この時間帯、この時間枠では、保護者同伴であれば、未就学児も利用可

能となります。その他の利用者は、資料記載のとおりでございます。 

 最後に、項番３、今後の予定です。本委員会終了後、ホームページや館内などにて周知を開

始いたします。 

 説明は以上です。どうぞよろしくお願いいたします。 

○委員長 ただいまの報告について、ご質問がありましたら、どうぞ。 

          （発言する者なし） 

○委員長 ただいまの報告については、ご了承願います。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○委員長 次に、区立図書館の臨時休館等について、中央図書館長、報告願います。 

 中央図書館長。 

◎村上訓子 中央図書館長 それでは、区立図書館の臨時休館等についてご説明いたします。

資料８をご覧ください。 

 本件は、本年第１回定例会の本委員会でご報告した中央図書館のリニューアルとシステムの

リプレースにつきまして、図書館の休館やサービス休止の日程が決まりましたので、ご報告す

るものです。 

 項番１、概要です。区立図書館で使用している図書館情報システムのリース契約終了に伴い、

システムを停止し、機器やサーバーの更新、データ移行等を実施いたします。また、12月１日

の中央図書館リニューアルオープンに向けた移転作業等に伴い、中央図書館は、臨時窓口の閉

鎖やレファレンスサービスの休止を行います。 

 項番２、期間です。（１）システムリプレースに伴う全館の臨時休館は、11月１日から11月

12日の12日間となります。 

 （２）中央図書館臨時窓口は、11月24日に閉鎖をいたします。 

 （３）郷土資料を活用した中央図書館のレファレンスサービスは、９月13日から11月30日ま

で休止をいたします。 

 項番３、各図書館への影響についてです。全ての図書館について、システムリプレースに伴

う全館休館では、資料の検索・予約等のウェブサービス、電子図書サービスも全て停止いたし

ます。ブックポストで返却が可能な資料については、可能になっております。中央図書館臨時

窓口について、リニューアルオープンに向けた準備に伴い、臨時窓口は11月24日に閉鎖いたし

ますが、ブックポストでの資料返却は可能です。また、レファレンスサービスについては、移
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転作業に伴い、休止いたします。調べ物に活用できるサイトやリンク集のご紹介や簡単な資料

検索サービスにつきましては、開館中は対応が可能です。 

 ２ページをご覧ください。項番４、周知方法については、広報たいとうやホームページ、Ｓ

ＮＳ等を活用し、丁寧な周知を図ってまいります。 

 最後に、項番５、今後の予定は、記載のとおりです。丁寧な周知を行いながら進めてまいり

ます。 

 説明は以上です。どうぞよろしくお願いいたします。 

○委員長 ただいまの報告について、ご質問がありましたら、どうぞ。 

 青柳委員。 

◆青柳雅之 委員 各図書館への影響ということで書いてありますが、中央図書館が縮小して

いるときに、根岸とか石浜とか、ほかの図書館に一部の蔵書を移動したんでしたっけ、何かそ

ういう取組があったような気がしたんですが、それはこの後、どういうふうに戻すんですか。 

○委員長 中央図書館長。 

◎村上訓子 中央図書館長 中央図書館の蔵書につきましては、現在、数か所にわたって保管

をしておりまして、各分館等への移設というか移管というのは、特に行ってございません。 

◆青柳雅之 委員 それはしていないんでしたか。分かりました。ごめんなさい。 

○委員長 青柳委員。 

◆青柳雅之 委員 じゃあ、それをまた戻していくということで、よかったと思います。 

 それと、ここに郷土資料についての記載があるんですが、実は、先日の文化・観光特別委員

会で、台東区の図書館が持っている様々な郷土資料を区内のイベントとかで貸出し、活用がで

きたらいいのになという要望の声があったんですね。具体的には、「べらぼう」とかに関連す

る「吉原細見」であったりとか、浮世絵であったりとか、そういう時期の資料なんですね。た

だ、担当のそのやり取りの中では、なかなかその図書館サイドが保管ですとか展示の方法で厳

しいみたいな話があったんですが、それはその後、何か検討していただけましたか。 

○委員長 中央図書館長、簡潔に。これ休館等についての話なので、ちょっと無理やり、大分

こじつけが。郷土資料、この期間にどうするかとかだったら分かりますけれど、答えられるな

ら、少し。 

 中央図書館長。 

◎村上訓子 中央図書館長 先日の文化産業特別委員会…… 

○委員長 観光。 

◎村上訓子 中央図書館長 文化・観光特別委員会でのご発言というかご意見を踏まえまして、

早速文化振興課と協議を進めているところでございます。 

◆青柳雅之 委員 分かりました。 

○委員長 青柳委員、いいでしょうか。 

◆青柳雅之 委員 はい。大分はみ出してすみません。いい活用ができればいいなと思ってい
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ますし、12月からの再開、楽しみにしています。よろしくお願いします。 

○委員長 以上でよろしいでしょうか。 

          （発言する者なし） 

○委員長 ただいまの報告については……。修正がございます。 

 中央図書館長。 

◎村上訓子 中央図書館長 先ほど青柳委員のご質問の中で、ほかの館に移設がされているか

どうかにつきまして、修正をさせていただきます。 

 現在、石浜図書館のほうに中央図書館のＣＤや……。 

          （発言する者あり） 

◎村上訓子 中央図書館長 失礼しました。一部の資料を移管というか、しております。修正

いたします。 

○委員長 青柳委員。 

◆青柳雅之 委員 じゃあそれは、この機会に戻すんですか。 

○委員長 中央図書館長。 

◎村上訓子 中央図書館長 段階的に戻していく予定でございます。 

◆青柳雅之 委員 分かりました。 

○委員長 青柳委員、いいでしょうか。 

◆青柳雅之 委員 はい。 

○委員長 ただいまの報告については、ご了承願います。 

 理事者からの報告は、以上であります。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○委員長 以上で、本日予定されたものは、全て終了いたしました。 

 その他、ご発言がありましたら、どうぞ。 

          （「なし」と呼ぶ者あり） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○委員長 これをもちまして、区民文教委員会を閉会いたします。 

          午前１１時４８分閉会 
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